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決議事項                      

  報酬諮問委員会の廃止および報酬委員会の設立の件 

 （決議）資料１ 

 

専門委員会のうち、報酬諮問委員会を廃止し、新たに専門委員会として報酬委員会を設立したい。 

 

2023年度定時評議員会（2023年 3月 25日開催）における「役員及び評議員の報酬並びに費用に関

する規則の改正の件」の決議に基づき、これまで会長の諮問機関として設置していた報酬諮問委員

会を廃止し、新たに報酬委員会を設立する。 

 

【所管事項】 

報酬委員会は、以下の事項について決議する 

(1)理事の報酬を決定するに当たっての方針 

(2)評議員会に付議する理事または監事の報酬に関する議案の原案 

(3)理事の個人別の報酬の内容および金額 

(4)各種委員会の委員の報酬を決定するに当たっての方針ならびに報酬の内容および金額 

(5)その他、前各号に関して理事会が必要と認めた事項 

 

  各種委員会組織運営規則 改正の件 

 （決議）資料２ 

 

各種委員会組織運営規則について、以下の通り改正したい。 

 

改正概要:報酬諮問委員会を廃止し、新たに専門委員会として報酬委員会を設立する。 

 

  報酬委員会委員選任の件 

 （決議）資料３ 

 

以下の通り、報酬委員会の委員 4名を選任したい。 

 

田嶋幸三 会長、三好豊 常務理事、山口香 理事、田中琢二 理事 

 

  本協会の主たる事務所の移転の件 

 JFAハウス有効活用に伴い、以下の通り、本協会の主たる事務所を移転する。 

 

移転先：東京都文京区後楽一丁目 4番 18号 トヨタ東京ビル 

移転日：2023年 6月 26日（月） 
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  財務委員長選任の件 

 田中理事を、財務委員長に選任したい。 

 

（新）田中琢二理事 

（現）宮本恒靖専務理事 

 

  技術委員選任の件 

 （決議）資料４ 

 

公益社団法人日本プロサッカーリーグからの要望を受けて、以下の技術委員交代についてお諮り

したい。 

 

（新）窪田慎二（公益社団法人日本プロサッカーリーグ/執行役員） 

（現）黒田卓志（公益社団法人日本プロサッカーリーグ/クラブサポート本部長） 

 

※4/6技術委員会にて承認済み 

※窪田氏は 3/25JFA定時評議員会をもって JFA評議員の任期満了 

※窪田氏プロフィールは別添の通り 

 

  審判および審判指導者資格の一部変更の件 

 「審判員及び審判指導者等に関する規則」における以下の審判および審判指導者資格について、

2024年 3月末をもって廃止したい。 

 

■廃止内容 

① 第 2節 審判員の資格 第 4条〔資格の種類〕 

(2)女子 1級審判員 

② 第 7節 審判指導者の資格 第 17条 〔資格の種類〕 

(1)S級審判インストラクター 

③ 第 7節 審判指導者の資格 第 22条 〔定年による引退〕 

(2)1級審判インストラクター及びフットサル 1級審判インストラクターは、満 70歳とな

った日が属する年度の最終日（3月 31日）に定年により引退する。 

 

■廃止理由 

① 女子 1級審判員の技能区分については、「本協会管轄の第 2種、第 3種、第 4種及び女子の

試合の主審を行う技能を有する者」としているが、基準に達している女子 1級審判員に対し

て、Jリーグや日本フットボールリーグ（JFL）など第 1種の大会への審判割当を行ってい

る。今後、同様の女性審判員の増加が見込まれるとともに、性別に限定した審判資格は適切

ではないと判断し、女子 1級審判員資格を廃止しサッカー1級審判員に統一することとした

い。 

② S級審判インストラクターの技能区分については、「1級以下のサッカー審判インストラク

ター並びに 1級以下のサッカー審判員の指導、評価及び認定審査を務める技能を有する者」
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としているが、2024年より抜本的な審判指導者事業改革を予定しており、今後同様の役割は

資格の付与ではなく、定められた研修を受け、審判委員会の承認を受けたサッカー1級審判

インストラクターが担う計画であることから、廃止することとしたい。 

③ 前述の通り、抜本的な審判指導者事業改革を計画しており、今後は審判インストラクター資

格にポイント制の導入を検討している。審判指導者のスキルアップを図り、優秀な人材には

継続して審判指導を行っていただきたいと考えている。また、時代の流れに鑑み、年齢によ

る一律の定年制を廃止することとしたい。 

 

■その他 

上記変更に伴い「審判員及び審判指導者等に関する規則」の条文変更が必要であるが、その他

の審判指導者資格についても抜本的な改正を検討している。本改正もその改正と併せて記載内

容を変更するが、本改正は各サッカー協会（FA）および登録者に対して事前周知が必要である

ことから、条文改正に先立ち変更するもの。 

 

 

 


